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　国では、風しんの感染拡大を防止するため、「風しんの追加的対策」を実施しています。昭和37年度
から昭和53年度生まれの男性は、過去に公的に予防接種が行われていないため、ご自身が風しんにか
かり、家族や周囲の人々に感染を広げてしまうおそれがあります。すでに送付しているクーポン券の期
限が延長になりましたので、まずは医療機関や健診会場で抗体検査を受けましょう。

○対 象 者　市内に住所を有する昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性

○有効期限　令和7年3月31日（月）まで

○そ の 他　すでに送付している令和4年3月31日期限のクーポン券を使用してください。
　　　　　　クーポン券の再発行が必要な方または転入された方は、お問い合わせください。

　令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割になるため、
後期高齢者医療被保険者証（保険証）が新しくなります。
　保険証は9月中旬に市役所から郵送しますので、10月以降、医療機関等を受診する際は新しい保険証
を提示してください。なお、10月以降、有効期限の切れた保険証（緑色・紫色）はハサミ等で細断して
から破棄してください。

保険証の有効期限は、原則次のようになります。
①現在ご使用中の保険証（緑色）…令和4年7月31日まで
②7月中旬に郵送する保険証（紫色）…令和4年8月1日から令和4年9月30日まで
③9月中旬に郵送する保険証（セピア色）…令和4年10月1日から令和5年7月31日まで
※7月中旬に郵送した保険証は、有効期限が9月末までのものです。10月1日から有効の保険証は、9月

中旬に郵送しますので、病院や薬局などで提示するときは、有効期限にご注意ください。

【医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ】
　窓口負担割合の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター（☎0120-002-719）
にお問い合わせください。

　市では、市民団体等と協働して事業に取り組む常陸大宮市協働事業提案制度を実施しています。
　今回、令和2年度に採択され令和3年度に取り組んだ協働事業内容について、次のとおり報告会を開
催します。

○日　　時　令和4年7月31日（日） 9：45～
○会　　場　常陸大宮市役所2階会議室
○報告内容　・国際交流ボランティアばらの会「海外出身者生活支援事業」
　　　　　　・フロイデDAN「多世代プラットフォームの場づくり」プロジェクト
　　　　　　・常陸大宮情報メディア研究会「ラジオH038インターネット市民ラジオ局の設立と運営」
○そ の 他　・感染症拡大防止の観点から、来場者数は20名を上限（先着順）とします。
　　　　　　・マスク着用で来場されますようお願いします。
　　　　　　・感染症の状況により、報告会を非公開、または中止とする場合があります。

風しん第5期予防接種クーポン券の有効期限を延長しています

「協働事業提案制度の令和3年度事業報告会」を開催します

後期高齢者医療被保険者証　2回目の更新をします

問　　　   地域創生課市民協働Ｇ　☎52-1111　内線127本庁

問　 総合保健福祉センター（かがやき）健康推進課母子保健Ｇ　☎54-7121

　　　   医療保険課医療・年金Ｇ　☎52-1111　内線162・163
　　　   総合窓口・地域振興Ｇ　　☎57-2121　　　 総合窓口・地域振興Ｇ　☎58-2111
　　　   総合窓口・地域振興Ｇ　　☎56-2111　　　 総合窓口・地域振興Ｇ　☎55-2111
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